
岡山市敬老会補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 広く市民が高齢者の福祉についての関心と理解を深め，かつ，高齢者が自  

らの生活の向上に努める意欲を高めるため，岡山市敬老会開催等要領（平成１７   

年７月２５日施行。以下「要領」という。）第６条の規定により，敬老会の開催等

に対し，予算の範囲内において岡山市敬老会補助金（以下「補助金」という。）を

交付するものとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡山市補

助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，老人福祉

法（昭和３８年法律第１３３号）第５条第３項の規定及び要領の規定に基づき実施

される敬老会の開催及びこれを支援する事業とする。 

（補助事業者） 

第４条 補助事業者は，岡山市連合婦人会とする。ただし，岡山市社会福祉協議会そ

の他の団体であって，敬老会を適切に開催することができると市長が認める団体は，

補助事業者とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助事業者とし  

ない。 

（１）規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け， 

当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して１年を経過していない者 

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７



７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。） 

（３）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（４）暴力団もしくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴

力団員と密接な関係を有する者 

（事前調査） 

第５条 補助事業者は，敬老会の計画等の状況について把握するため，必要に応じて 

市が実施する事前調査に協力しなければならない。 

（補助対象経費） 

第６条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当た 

って対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次の各号に掲げるもの 

に限る。ただし，補助事業の実施のための経費と認められない経費及び本人負担と

することが適当と認められる経費を除く。 

（１） 報償に係る経費 

（２） 賃金に係る経費 

（３） 需用費に係る経費 

（４） 備品購入費に係る経費 

（５） 役務費に係る経費 

（６） 委託料に係る経費 

（７） 使用料及び賃借料 

（８） その他市長が特に必要と認める経費 

（補助金額） 

第７条 補助金額は，補助対象経費のうち補助事業の実施のため支出された額（補助 

事業に関しこの要綱に基づく補助金以外の収入がある場合は，当該収入を差し引い

た額）で，次に掲げる額の範囲内とする。 



市長が別に定める補助基本単価に，必要に応じて記念品の購入費等の対象経費を 

加算後，当該敬老会の対象者数を乗じて得た額 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を申請する者は，次の各号に掲げる定める区分に応じ，当該各

号に定める期間内に，敬老会補助金交付申請書（様式第１号。以下「補助金交付申

請書」という。）に市長が別に定める書類を添えて，市長に提出しなければならな

い。 

（１）補助事業完了後の実績により交付申請を行う補助事業者 

  補助事業の完了の日から起算して３０日を経過するまでの間 

（２）完了前交付補助事業者（規則第１９条第１項の規定により，補助事業の完了前

の交付によらなければ補助事業の実施が困難と認められる補助事業者をいう。以下

同じ。） 

  補助事業の完了予定日から起算して３０日前までの間 

２ 補助事業者（完了前交付補助事業者を除く。）は，規則第５条第１項に規定する

添付書類のうち，同項第２号及び第３号に掲げる書面の提出を省略することができ

る。 

（決定の通知） 

第９条 市長は，補助事業者（完了前交付補助事業者を除く。）に対しては，規則第

８条に規定する交付の決定の通知を省略することができる。 

（計画変更等の承認） 

第 10 条 補助事業者は，補助事業の計画を変更（市長の定める軽微な変更に係るも

のを除く。）しようとするとき，又は補助事業を中止若しくは廃止しようとすると

きは，遅滞なく敬老会補助事業計画変更・中止（廃止）申請書（様式第２号）を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（状況報告，着手届及び完了届の免除） 



第 11 条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等 

着手届・完了届の提出は要しない。 

（実績報告） 

第 12 条 補助事業者は，当該補助事業が完了したとき（廃止の承認を受けたとき 

を含む。）は，その完了した日から起算して３０日以内に，補助事業の実施状況を

記載した敬老会実績報告書（様式第３号）に別に定める書類を添えて，市長に提出

しなければならない。 

２ 規則第１６条第１項第２号に規定するその他市長が必要と認める書類は，敬老会

に参加した者（記念品の贈呈のみを含む。）の氏名，住所，生年を記載した名簿（以

下「対象者名簿」という。）とし，同名簿に記載する対象者は，補助事業の完了日

から起算して７日前までに確定させなければならない。 

（補助金の交付） 

第 13 条 補助金は，補助事業の完了後の実績により交付するものとする。ただし，

完了前交付補助事業者に限り，補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付

することができる。 

２ 前項ただし書の規定により，補助事業の完了前に交付できる額は，交付すべき補

助金が３００万円を超えない場合は，交付すべき補助金の額の１００分の７５以

下とし、交付すべき補助金が３００万円を超える場合は，交付すべき補助金の額

の１００分の１００とする。 

３ 補助事業者は，前２項の規定により，補助金の交付を受けようとするときは，敬

老会補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

 （モデル事業に係る特例） 

第 14 条 市長は，補助事業のうち，地域の社会課題等の解決に資する取り組みを行

っていると認められるものをモデル事業として指定することができる。 

 （補助対象となるモデル事業） 



第 15 条 補助金の交付対象となるモデル事業は，次の各号に掲げるいずれかの事業

とする。 

 （１）地区敬老会及び学区敬老会（催し物の開催（地域独自の記念品の贈呈を 

含む。）） 

 （２）合同敬老会（合同敬老会への参加） 

 （モデル事業の申請） 

第 16 条 第１４条に規定するモデル事業の指定を受けようとする補助事業者は，当

該年度の７月末までに敬老会モデル事業申請書（様式第５号。以下「モデル事業

申請書」という。）を，市長に提出しなければならない。 

 （モデル事業の指定） 

第 17 条 市長は，前条の規定により，補助事業者からモデル事業申請書の提出があ

ったときは，必要に応じて調査等を実施し，内容が適当と認められる場合は，当該

補助事業をモデル事業として指定することができる。 

２ 市長は，前項の規定により，モデル事業の指定を行う場合は，敬老会モデル事業

指定通知書（様式第６号）により，モデル事業の指定を行わない場合は，敬老会モ

デル事業却下通知書（様式第６号の２）により，前条の申請を行った補助事業者に

通知するものとする。 

 （モデル事業の補助対象経費） 

第 18 条 前条の規定により，モデル事業の対象として指定された補助事業（以下「モ

デル指定補助事業」という。）の補助対象となる経費は，第６条に規定する経費と

する。 

 （モデル事業の補助金額） 

第 19 条 第７条の規定にかかわらず，モデル指定補助事業の補助金額は，補助対象

経費のうち補助事業の実施のため支出された実支出額（補助事業に関しこの要綱

に基づく補助金以外の収入がある場合は，当該収入を差し引いた額）と市長が別



に定める補助基本単価に，当該年度の５月３１日現在において，住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）に基づき岡山市の住民基本台帳に記録されている者

で，当該モデル指定補助事業の対象区域（要領第２条各号に定める区域をいう。

以下同じ。）に居住する在宅の数え年８０歳以上となる高齢者数を乗じて得た額と

比較して，いずれか少ない方の額とする。 

 （モデル事業における対象者名簿の省略） 

第 20 条 第１２条第２項の規定にかかわらず，モデル指定補助事業において，当該

モデル指定補助事業の対象区域に居住する在宅の数え年８０歳以上の高齢者に地

域独自の記念品を贈呈しない場合は，対象者名簿の提出を省略することができる。 

（委任） 

第 21 条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長 

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成１７年７月２５日から施行し，平成１７年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は，平成２９年５月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，令和８年２月３日から施行する。 


